
健康保険の扶養内で働く人のルール変更 

「扶養の範囲で働きたいけど残業があっ

たらどうなるかな？」「繁忙期に収入が増え

て 130 万円を超えてしまったら扶養から外

れるの？」。パートやアルバイトで働く方は

いつも考えているかもしれません。 

 従来の扶養認定の問題点は収入要件が

「年収 130 万円未満」という基本ルールです。

この年間収入の算定の仕方が曖昧で判断が

難しい面がありました。過去の収入実績や

現時点の収入で判断し残業代見込みも含め

今後１年間の収入の見込み額を判定します。

扶養となっていた人が繁忙期にたくさん働

いた月がある場合、「このペースだと年収

130 万円を超える」と働き控えしたり、「本

当はもっと働けるけれど、扶養を外れたく

ないからセーブしている」という方も多か

ったでしょう。 

2026 年 4 月からの新ルール 

 新ルールその 1 は労働条件通知書等に書

かれた「契約上の賃金」をもとに年間収入

を見込みます。具体的には「時給×労働時

間×日数」が基準に満たなければ原則とし

て扶養に該当します。 

新ルールその２は一時的な収納増では扶

養を外れない。当初の契約では想定されて

いなかった臨時的な収入（繁忙期の残業代、

予定外の手当等）によって結果的に年収130

万円を超えてもその一時的臨時収入が「社

会通念上妥当な範囲」であれば扶養からは

外れません。ただし、労働契約、労働条件の

変更などで時給のアップや勤務時間の増加

などがあったときは、新しい労働条件通知

書の内容で要件に該当しているかの確認が

必要です。さらに契約内容を実態より不当

に低く申告して基準を超えていた場合は扶

養を取り消されることがあります。 

今のうちに確認しておきたいこと 

労働条件通知書がない場合は新しいルー

ルは適用されません。従来通り勤務先から

の収入証明によります。 

労働条件通知書がない場合は勤務先に発

行を依頼しましょう 

通知書の内容と実際の勤務状況が合って

いるか、大きく違うときは内容の見直しを

しましょう。そして契約上の年収が基準額

未満であるかを確認しましょう。 
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健康保険「扶養の130万 

円の壁」ルールが変わる 

扶養に入る年齢

によって収入基

準 は 年 収 130

万 円 、 180 万

円、150万円と

違っています 
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